
 
 

Ⅰ 趣 旨 
 

この実施要項は、障害のある幼児児童生徒が、県立特別支援学校へ就学する場合等の、就

学・転学に係る相談及び就学に係る事務手続を遺漏なく行うために作成したものである。 

就学先決定の在り方については、平成２４年７月の中央教育審議会（中教審）答

申「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の

推進（報告）」を踏まえ、平成２５年９月に学校教育法施行令の一部が改正されたと

ころである。 

またこの改正に伴い、円滑に障害のある児童生徒等への教育支援がなされるよう、

文部科学省が平成２５年１０月に「教育支援資料」を作成したが、令和３年６月に、

障害のある子供の就学先となる学校や学びの場の適切な選択に資するよう改訂を行

うとともに、「障害のある子供の教育支援の手引」と名称を改定した。 

本実施要項を活用した手続きを進めるにあたっては、これらの国の通知や資料の

趣旨や内容を十分に踏まえ、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を保障するた

めに、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人・保

護者に十分な情報を提供するとともに、保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要

な支援についての共通理解を深めることが大切である。 

また、就学先の決定にあたっては、本人・保護者の意見を最大限尊重し、その時点で本人

にとってよりよい学びの場を選択及び決定することの重要性について重ねてご留意いただ

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※認定特別支援学校就学者…視覚障害者等のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、

その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案し

て、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者

をいう。  

【平成２４年７月中央教育審議会答申「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」のポイント】 

○ 就学基準に該当する障害のある子供は、特別支援学校に原則就学するという従

来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護

者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等

を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする。 

○ 市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護

者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニ

ーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とする。 

○ 最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。 

【平成２５年９月１日付け２５文科初第６５５号「学校教育法施行令の一部改正に
ついて（通知）の概要】 

１ 就学先を決定する仕組みの改正 

  市町村教育委員会における認定特別支援学校就学者※以外と認定特別支援

学校就学者に対する通知について 

２ 障害の状態等の変化を踏まえた転学 

  障害の状態の変化、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制

の整備の状況等による転学の規定の整備について 

３ 視覚障害者等による区域外就学等 

  区域外就学等の規定の整備について 

４ 保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大 

  市町村教育委員会において、保護者及び教育学、医学、心理学その他の

障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴く

ことについて 
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第１編 「教育的ニーズ」や「合理的配慮」等の障害のある子供の教育支援に係

る基本的考え方を解説 

第２編 従前からの，教育相談・就学先決定のモデルプロセスを，実際の就学に

係る一連のプロセスに沿って，①事前の相談・支援，②法令に明記され

た就学先決定の手続き，③就学後の学びの場の見直しに分けて詳説 

第３編 第１編の「教育的ニーズ」の内容を障害種ごとに具体化し，就学先とな

る学校や学びの場を判断する際に重視すべき事項を記載 

別 冊 医療的ケア児の受入れに際し，就学に関わる関係者の全てが，理解して

おくべき基本的な考え方等について記載 

【令和３年６月「障害のある子供の教育支援の手引」の概要】 
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【学校教育法施行令 改正前】  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【学校教育法施行令 改正後】   
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Ⅱ 就学に係る事務手続の実施手順、年間計画及び障害の種類及び程度 
 

 

１ 実施手順    

就学先の判断 
 障害の状態、教育上必要な支援
の内容、地域における教育の体制
整備の状況、専門家の意見等を勘
案し、総合的判断を行う。 
 本人・保護者の意見を最大限尊
重し、本人・保護者と市町村教育
委員会、学校等が教育的ニーズと
必要な支援について合意形成を行
うことを原則とし、最終的には市
町村教育委員会が決定する。 
  
 

 埼
玉
県
障
害
児
就
学
支
援
委
員
会 

県 立 特 別 

支 援 学 校 

情 報 の 交 換 

共 有 

市 町 村 教 育 委 員 会 

教育相談 

見学 

体験等 

 

埼 玉 県 

教 育 委 員 会 

就学に 

係る相談 

特別支援学校

へ 就 学 

 

小中学校等へ

就学すること

が望ましい 

市 町 村 立 小 中 学 校 等 へ 就 学 

学 校 教 育 法 施 行 令 第 ２ ２ 条 の ３ 

※令第２２条の３は、特別支援学

校就学のための必要条件である

とともに、総合的判断の際の判

断基準のひとつ 

令
第
２
２
条
の
３
の
程
度
に
該
当
し
な
い 

市
町
村
就
学
支
援
委
員
会 

※特別支援学校就学に係る視覚障害者、聴覚障害者、知

的障害者、肢体不自由者、病弱者の障害の程度 

早期からの就学相談を実施 

特別支援学校

へ就学するこ

とが望ましい 

判断の流れ     意見の流れ    
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２ 年間計画 

月 市町村教育委員会 県教育委員会 特別支援学校 

４ 

 

 

月 

○就学事務担当者の報告 

○市町村教育委員会特別

支援教育担当者会議参

加者名の報告 

 
○埼玉県障害児就学支援

委員会調査員の報告 

○幼稚部・高等部入学選

考担当者の報告 

５ 

 

 

月 

 

 

 

○就学に関する状況調査

の報告 

 

  

６ 

 

 

月 

 

 

○各市町村における教育

相談及び就学相談活動 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

月 

○各市町村における教育

相談及び就学相談活動 

  

８ 

 

月 

○各市町村における教育

相談及び就学相談活動 

  

９ 

 

月 

   

10 

 

月 

○学齢簿の編成 

（１０月中） 

  

 
  

○障害のある幼児児童生徒の教育相談、必要に応じ就学相談開始 

○市町村教育委員会特別支援教育担

当者会議 

○第１回埼玉県障害児就学支援委員会 

○市町村教育委員会特別支援教育

担当者会議 
○小学部・中学部就学・転学に係る

実施要項説明会 
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11 

 
 

月 

○就学時健康診断の実施

（11月中） 
○各市町村における就学

相談終了 
○各市町村就学支援委員

会の開催 
＊対象者 
学校教育法施行令第

２２条の３に該当す

る者 

  
 
 
○就学・転学に係る相談会

等について、県教育委員

会へ報告 

12 

 

 

月 

 
 
上

旬 
 
 
 
 
 
中

旬 
 
 
 
 
下

旬 

   

１ 
 
 

月 

 
 
上

旬 
 
 
中

旬 
 
 
 
下

旬 

   

２ 
 

月 

 ○「学齢簿の原本の加

除訂正」の通知を県

教育委員会へ提出 

 ○県立特別支援学校幼稚

部入学選考・高等部入学

選考 

３ 
月 

    

  

○就学・転学に係る相談連絡会 
 市町村教育委員会から提出された就学・

転学相談票等を県立特別支援学校へ配布

し就学・転学に係る相談会の実施を連絡 

○就学・転学に係る相談会の実施 
○就学・転学に係る相談資料の作成 

○継続協議（必要に応じて実施） 

追
加
相
談
又
は
継
続
協
議 

○継続協議（必要に応じて実施） 

○埼玉県障害児就学支援委員会 専門部会 
＊就学に係る教育的支援に関すること 

○入学期日及び学校 
指定通知の発送 

 

○第３回埼玉県障害児就学支援委員会 

○就学相談担当者打ち合わせ会 

○第２回埼玉県障害児就学支援委員会 

○該当児について「特別支援学校等

への就学の通知」「就学・転学相談

票」等により県教育委員会へ報告 
（県下４会場） 
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３ 障害の種類及び程度について 

 

○両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外
の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用に 視覚障害の
よっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可 特別支援学校
能又は著しく困難な程度のもの

弱視
○拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚

特別支援学級
による認識が困難な程度のもの

○拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚
による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習 通級による
におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程 指導
度のもの

【留意事項】
・専門医による精密な診断に基づき総合的に判断を行うこと。
・年少者、知的障害者等に対する視力及び視力以外の視機能の検査は困難な場

合が多いことから、一人一人の状態に応じて、検査の手順や方法をわかりや
すく説明するほか、検査時の反応をよく確認すること等により、その正確を
期するように特に留意すること。

＊視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについ
ては、矯正視力によって測定する。

○両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもの 聴覚障害の
のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解す 特別支援学校
ることが不可能又は著しく困難な程度のもの

難聴
○補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが 特別支援学級

困難な程度のもの

○補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが
通級による困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参
指導加でき、一部特別な指導を必要とするもの

【留意事項】
・専門医による精密な診断結果に基づき、失聴の時期を含む生育歴及び言語の

発達の状態を考慮して総合的に判断を行うこと。
＊聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

知 ①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日
的 常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
障 知的障害の
害 ②知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しない 特別支援学校
者 もののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

視

覚

障

害

者

（

強

度

の

弱

視

者

を

含

む

）

聴
覚
障
害
者
（
強
度
の
難
聴
者
を
含
む
）

 

  

 
 
難聴 
特別支援学級 

 
弱視 
特別支援学級 
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知 ○知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困 知的障害
難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会

特別支援学級
的 生活への適応が困難である程度のもの

障 【留意事項】
・知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断すること。

害 ・標準化された知能検査等の知的機能の発達の遅滞を診断するために必要な
検査、コミュニケーション、日常生活、社会生活等に関する適応機能の状

者 態についての調査、本人の発達に影響がある環境の分析等を行った上で総
合的に判断を行うこと。

①肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆
記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難
な程度のもの

肢体不自由の
特別支援学校②肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもの

肢 のうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のも
の

体

不 ○補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本 肢体不自由
的な動作に軽度の困難がある程度のもの 特別支援学級

自

由 ○肢体不自由の程度が、通常の学級での学習におおむね 通級による
参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 指導

者
【留意事項】

・専門医の精密な診断結果に基づき、上肢、下肢等の個々の部位ごとにとら
えるのでなく、身体全体を総合的に見て障害の状態を判断すること。その
際、障害の状態の改善、機能の回復に要する時間等を併せ考慮して判断を
行うこと。

①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生
物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を
必要とする程度のもの 病弱の

特別支援学校
②身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度

のもの

①慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠
的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの 病弱・

身体虚弱
②身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程 特別支援学級

度のもの

○病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習にお
おむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度の 通級による
もの 指導

【留意事項】
・医師の精密な診断結果に基づき、疾患の種類、程度及び医療又は生活規制

を要する期間等を考慮して判断を行うこと。

病

弱

者
（

身

体

虚

弱

者

を

含

む

）
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○口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障
害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害の
ある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の 言語障害
遅れがある者、その他これに準ずる者（これらの障害 特別支援学級
が主として他の障害に起因するものではない者に限
る ）で、その程度が著しいもの。

○口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障
害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害の

通級による
ある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の

指導
遅れがある者、その他これに準ずる者（これらの障害
が主として他の障害に起因するものではない者に限
る ）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、。
一部特別な指導を必要とするもの

○自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及 自閉症･
び対人関係の形成が困難である程度のもの 情緒障害

特別支援学級

通級による
○自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習

指導
におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程
度のもの

○主として心理的な要因による選択性かん黙等があるも 自閉症･
情 ので、社会生活への適応が困難である程度のもの 情緒障害
緒 特別支援学級
障
害 ○主として心理的な要因による選択性かん黙等があるも
者 ので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部 通級による

特別な指導を必要とする程度のもの 指導

学
、 、 、 、

習
○全般的な知的発達に遅れはないが 聞く 話す 読む

書く、計算する又は推論する能力の特定のものの習得 通級による
障

と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を 指導
害

必要とする程度のもの
者

○年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多
動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障を 通級による
きたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のも 指導
の

言

語

障

害

者

自

閉

症

者

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
者
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《重複障害のある児童生徒等について》 

 

 重複障害のある児童生徒等についても、その者の障害の状態、その者の教育上必要な

支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、就学先の

決定等を行うこと。 

《小学校又は中学校等への就学》 
 
① 特別支援学級 

 障害の判断に当たっては、障害のある児童生徒の教育の経験のある教員等による観

察・検査、専門医による診断等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ

慎重に行うこと。 
 

② 通級による指導 
 障害の判断に当たっては、上記の留意点の他、通級による指導の特質に鑑み、個々の

児童生徒について、通常の学級での適応性、通級による指導に要する適正な時間等を十

分考慮すること。 

《就学義務の猶予又は免除について》 

 

 治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし、教育を受けること

が困難又は不可能な者については、保護者の願い出により、市町村教育委員会は就学義

務の猶予又は免除の措置を慎重に行うこと。 
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